
脱穀しないでください

◆ ＷＣＳ用稲は、子実を収穫しない取組みで用途が限定されています。 

    「ＷＣＳ用稲の主食用への横流し」などの違反行為 が行われたことを確認した場合、

交付金の全額返還となり、氏名等が公表されます。（別紙カラーチラシ参考）

◆ 刈り取りは適期【 糊
こ

熟期
じゅくき

 ～ 黄熟期
おうじゅくき

 】に行いましょう。

   ・糊熟期とは、出穂後10～25日後で、胚乳は糊（ノリ）状。 

・黄熟期とは、出穂後25～40日後で胚乳はロウ状で、穀粒は爪で容易に破砕できる。 

写真の撮影・提出してください

※ 写真は、作業日誌と一緒に提出してください。

※ 数量とロール数等の生産実績の報告も、作業日誌に記入してください。 

適切な管理を行ってください

◆ 捨てづくりには交付金は、交付されません。 

◆  管理が適正でない場合や、生育が悪いと判断された場合 、九州農政局 鹿児島拠点

等から立入検査が入り、交付金の返納を求められることがあります。 

≪生育が悪い例≫・雑草が繁茂している 

・ジャンボタニシによる被害 

・明らかな生育不足 

 農業公社委託 その他 備考 

航空防除 － 
提出 

＋ 農薬購入領収書
産地交付金対象 

刈り取り作業 － 提出 まとまりの多い団地のうち

上位３箇所 保管状況 提出 提出 

ＷＣＳ用稲（飼料用稲） 

作付の留意点

【問合せ先】 

 志布志市農業再生協議会 事務局 

（志布志市役所 農政畜産課内） 

 ℡ 474－1111（内線 433・435）




